
大垣共立銀行は、関連会社を含めたOKBグループとして

「OKBグループ行動憲章」を制定しています。

OKBグループ一人ひとりが

OKBの『文化』『伝統』『考え方』を継承し、

“地域と共に”“お客さま目線”を徹底してまいります。

株 主 の
皆 さ ま

お客さま

地域社会

市 場

従 業 員

OKB
大垣共立銀行

そ
れ
で
は
、
地
域
の
発
展
に
向
け
た
Ｏ
Ｋ
Ｂ
の
取
り
組
み
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

地
域
に
生
ま
れ
た
Ｏ
Ｋ
Ｂ
に
と
っ
て
、
地
域
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
こ
そ
が
私
た
ち
の
社
会
的
責
任
で
す
。

「
地
域
に
愛
さ
れ
、
親
し
ま
れ
、
信
頼
さ
れ
る
Ｏ
Ｋ
Ｂ
」

現
在
は
、Ｏ
ｇ
ａ
ｋ
ｉ 

Ｋ
ｙ
ｏ
ｒ
ｉ
ｔ
ｓ
ｕ 

Ｂ
ａ
ｎ
ｋ
の
頭
文
字
を
冠
し
、
地
域
と
の
歩
み
を
続
け
て
い
ま
す
。

以
来
、
1
2
0
年
以
上
に
わ
た
り
地
域
と
共
に
歩
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
「
士
族
に
よ
る
士
族
の
た
め
の
銀
行
」
か
ら
、「
農
・
工
・
商
が
共
に
協
力
し
て
設
立
し
よ
う
」
と
し
た
と
こ
ろ
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

大
垣
共
立
銀
行
の
社
名
の
由
来
は
、
1
8
9
6
年
3
月
（
明
治
29
年
）
に
、
そ
の
前
身
で
あ
る
第
百
二
十
九
国
立
銀
行
の
業
務
を
継
承
し
て
創
立
さ
れ
た
際
、

OKBグループ行動憲章
一、私たちは、一人ひとりが考え、行動し、時代に挑み続けます
一、私たちは、お客さまの喜びを追求します
一、私たちは、常に質の高いサービスを提供します
一、私たちは、地域とともに歩みます
一、私たちは、コンプライアンスを徹底し、誠実・公正に業務を遂行します
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り
組
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期
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CSRへの取り組み

　
大
垣
共
立
銀
行
お
よ
び
グ
ル
ー
プ
各
社

は
、経
営
の
基
本
理
念
で
あ
る「
地
域
に

愛
さ
れ
、親
し
ま
れ
、信
頼
さ
れ
る
銀
行
」を

実
現
す
る
た
め
に
、

を
基
本
方
針
と
し
て
、コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
充
実
に
努
め
て
い
ま
す
。

し
、経
営
の
意
思
決
定・監
督
と
業
務
執
行

を
分
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、取
締
役
会
の

活
性
化
、意
思
決
定
の
迅
速
化
お
よ
び
業

務
執
行
機
能
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、取
締
役
会
に
は
監
査
役
が
出
席

す
る
こ
と
に
よ
り
、経
営
の
業
務
執
行
に

対
す
る
監
査
機
能
を
確
保
し
て
い
ま
す
。

な
お
、取
締
役
の
緊
張
感
を
高
め
る
と
と
も

に
経
営
責
任
の
明
確
化
を
図
る
た
め
、取
締

役
の
任
期
を
1
年
と
し
、取
締
役
会
の
機
能

強
化
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
監
査
役
会
は
、原
則
毎
月
開
催
し
、監
査

役
会
で
決
議
さ
れ
た
監
査
方
針
お
よ
び
監
査

計
画
に
基
づ
き
、監
査
に
関
す
る
重
要
事
項

の
決
議
、協
議
、報
告
等
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
常
務
会
は
、頭
取
、常
務
取
締
役
で
構
成

さ
れ
、経
営
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て

協
議
す
る
と
と
も
に
、業
務
全
般
の
統
制
・

管
理
を
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、常
務
会
に

は
常
勤
監
査
役
が
出
席
し
て
い
ま
す
。

　
取
締
役
会
の
任
意
の
諮
問
機
関
で
あ
る

経
営
諮
問
会
議
は
、社
内
取
締
役
、社
外
取

締
役
、社
外
監
査
役
で
構
成
さ
れ
、取
締
役

の
指
名・
報
酬
等
に
つ
い
て
提
言
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
頭
取
を
委
員
長
と
し
た「
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
委
員
会
」を
年
2
回
の
定
期
開
催
に

加
え
、随
時
開
催
す
る
な
ど
、法
令
等
遵
守

の
取
り
組
み
を
強
化
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
実
践
の
具
体
的
手
続
き

と
手
順
を
明
確
に
し
た「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス・マ
ニ
ュ
ア
ル
」を
全
役
職
員
に
配
付
し
、

階
層
別
の
各
研
修
会
に
お
い
て
も
積
極
的

に
法
令
等
遵
守
の
啓
蒙
と
風
土
醸
成
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

コ
ー
ポ
レ
ー
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス

コ
ー
ポ
レ
ー
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

コ
ー
ポ
レ
ー
ト・ガ
バ
ナ
ン
ス
に

関
す
る
施
策
の
実
施
状
況

　
大
垣
共
立
銀
行
は
、「
内
部
統
制
シ
ス
テ
ム

の
構
築
に
関
す
る
基
本
方
針
」を
策
定
し
、

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
や
リ
ス
ク
管
理
を
は
じ

め
と
し
た
体
制
面
の
一
層
の
充
実
と
実
効
性

の
確
保
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、内
部
統
制
報
告
制
度
へ
の
対
応

と
し
て
、財
務
報
告
の
適
正
性
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制
整
備
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
取
締
役
会
は
、原
則
毎
月
開
催
し
、経
営

に
関
す
る
重
要
事
項
や
業
務
執
行
の
決
定

を
行
う
ほ
か
、業
務
執
行
状
況
や
リ
ス
ク

状
況
の
報
告
を
定
期
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。

加
え
て
、委
任
型
執
行
役
員
制
度
を
採
用

内
部
統
制
シ
ス
テ
ム
の
整
備
状
況

健 全 性 の 確 立

［内部統制システム］

顧
問
弁
護
士

（
連
携
）

（
相
談・助
言
）

（
牽
制
）

（
リ
ス
ク
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
外
部
監
査
）

（牽制）

（内部監査）

株主総会

取締役会

常務会

コンプライアンス委員会等

グループ各社

営業店

本部各部

監査役会

業
務
監
査
部

会
計
監
査
人

経営諮問会議
（
提
言
）

（連携）

経
営
の
迅
速
な
意
思
決
定

お
よ
び
経
営
の
効
率
性
の
追
求

積
極
的
な
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
を

通
じ
た
経
営
の
透
明
性
の
向
上

誠
実
な
企
業
グ
ル
ー
プ
と
し
て

行
動
す
る
た
め
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

（
法
令
等
遵
守
）の
実
践
と
地
域
奉
仕

CSRCorporate Social Responsibility
＝ 企業の社会的責任
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CSRCorporate Social Responsibility
＝ 企業の社会的責任
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リ
ス
ク
管
理
体
制

　
大
垣
共
立
銀
行
は
、リ
ス
ク
管
理
に
関

す
る
取
組
方
針
や
組
織
体
制
等
を
定
め
た

「
リ
ス
ク
管
理
方
針
」や
、リ
ス
ク
区
分
ご
と

に
管
理
手
続
き
等
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す

る
取
り
決
め
を
定
め
た
各
種
リ
ス
ク
管
理

規
程
等
に
則
り
、リ
ス
ク
の
内
容
や
規
模

を
踏
ま
え
た
適
正
か
つ
有
効
な
リ
ス
ク
管

理
体
制
を
整
備・確
立
し
た
上
で
、リ
ス
ク

と
収
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
り
な
が
ら
適
切

な
リ
ス
ク
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
等
の
リ
ス

ク
管
理
関
連
の
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る

ほ
か
、各
種
リ
ス
ク
を
統
合
的
に
管
理
す
る

部
署
や
リ
ス
ク
区
分
ご
と
に
統
括
管
理
部

署
と
所
管
部
署
を
設
置
し
、こ
れ
ら
の
リ
ス

ク
管
理
部
門
か
ら
経
営
陣
に
直
接
リ
ス

ク
状
況
を
定
期
的
お
よ
び
必
要
に
応
じ

て
随
時
報
告
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
ま

す
。ま
た
、他
の
部
署
か
ら
独
立
し
た
業
務

監
査
部
に
お
い
て
、リ
ス
ク
管
理
の
適
切

性
や
有
効
性
の
確
認
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
状
況

Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
の
機
能

　
信
用
リ
ス
ク
と
は
、与
信
先
の
財
務
状
況
の
悪

化
等
に
よ
り
、資
産
の
価
値
が
減
少
な
い
し
消
失

し
、損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
信
用
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、個
別
貸
出
案
件
ご
と
の
審
査・管
理

を
行
う
と
と
も
に
、貸
出
資
産
全
体
の
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
管
理
の
両
面
か
ら
、貸
出
資
産
の
健
全
性
の

維
持・向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
審
査・管
理
に
お
い
て
は
、審
査
部
門
の
独
立
性

を
堅
持
し
つ
つ
、個
別
案
件
ご
と
に
そ
の
公
共
性
、

安
全
性
、収
益
性
、成
長
性
等
の
原
則
に
諮
り
、厳

正
な
与
信
判
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、貸
出
資
産
全
体
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管

理
に
お
い
て
は
、信
用
格
付
な
ら
び
に
自
己
査
定
の
実

施
、貸
出
の
業
種
別
構
成
、規
模
別・地
域
別
構
成

な
ど
貸
出
資
産
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的

な
チ
ェッ
ク
を
行
い
、バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
貸
出
資

産
の
構
築
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
市
場
リ
ス
ク
と
は
、金
利
、為
替
、株
式
等
の

様
々
な
市
場
の
リ
ス
ク・フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
動
に
よ

り
、資
産
・
負
債
の
価
値
が
変
動
し
損
失
を
被
る

リ
ス
ク
や
資
産・負
債
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
収
益
が

変
動
し
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
、主
に
、金
利

リ
ス
ク
、為
替
リ
ス
ク
、価
格
変
動
リ
ス
ク
が
あ
り

ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
市
場
リ
ス
ク
管
理
規
程
」

に
則
り
、各
種
の
限
度
額
管
理
等
を
通
し
て
こ
れ
ら

の
リ
ス
ク
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、市
場
部
門（
フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
）か
ら
市
場

リ
ス
ク
管
理
部
門（
ミ
ド
ル
オ
フ
ィ
ス
）と
事
務
管
理

部
門（
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
）を
分
離
し
て
、牽
制
機
能

が
発
揮
で
き
る
組
織
体
制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
流
動
性
リ
ス
ク
と
は
、運
用
と
調
達
の
期
間
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
や
予
期
せ
ぬ
資
金
の
流
出
に
よ
り
、必
要

な
資
金
確
保
が
困
難
に
な
る
こ
と
や
通
常
よ
り
も

著
し
く
高
い
金
利
で
の
資
金
調
達
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク（
資
金

繰
り
リ
ス
ク
）と
、市
場
の
混
乱
等
に
よ
り
市
場
に

お
い
て
取
引
が
で
き
な
か
っ
た
り
、通
常
よ
り
も
著

し
く
不
利
な
価
格
で
の
取
引
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク（
市
場
流
動
性
リ

ス
ク
）を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、保
守
的
な
資
金
繰
り
運
営
に
努
め

て
い
ま
す
。ま
た
、不
測
の
事
態
に
備
え
て「
流
動
性

危
機
時
対
応
策
」を
定
め
、速
や
か
に
対
応
で
き
る

よ
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
毎
月
開
催
さ
れ
る「
Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
」で
は
、市

場
リ
ス
ク
、流
動
性
リ
ス
ク
、信
用
リ
ス
ク
を
対
象

に
、こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
許
容
範
囲
内
に
制
御
し

収
益
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、有

価
証
券
の
運
用
方
針
や
資
金
繰
り
方
針
等
を
審
議

し
決
定
し
て
い
ま
す
。

　
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
と
は
、銀
行
の
業

務
の
過
程
、役
職
員
の
活
動
、シ
ス
テ
ム
が
不
適

切
で
あ
る
こ
と
、ま
た
は
外
生
的
な
事
象
に
よ
り

損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ

ス
ク
管
理
規
程
」に
則
り
、①
事
務
リ
ス
ク
②
シ

ス
テ
ム
リ
ス
ク
③
法
務
リ
ス
ク
④
人
的
リ
ス
ク

⑤
有
形
資
産
リ
ス
ク
⑥
風
評
リ
ス
ク
に
分
類
し

て
、リ
ス
ク
管
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、定
期
的
に
開
催
さ
れ
る「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
」で
は
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
リ
ス
ク
に
関
す
る
状
況
を
把
握
し
、対
応
策
等
を
協

議
す
る
こ
と
に
よ
り
、リ
ス
ク
管
理
の
実
効
性

の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
中
で
も
代
表
的
な

事
務
リ
ス
ク
、シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
の
管
理
体
制
は
次

の
通
り
で
す
。

　
事
務
リ
ス
ク
と
は
、役
職
員
が
正
確
な
事
務
を

怠
る
、あ
る
い
は
事
故・不
正
等
を
起
こ
す
こ
と
に

よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、銀
行
業
務
の
多
様
化
や
取

引
量
の
増
加
に
適
切
に
対
処
し
、想
定
さ
れ
る
事
務

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、「
事
務
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、事
務
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
強
化
に
努

め
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、事
務
ミ
ス
情
報
の
収
集・分
析
を

実
施
し
、再
発
防
止
策
の
策
定
お
よ
び
事
務
プ
ロ

セ
ス
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、営
業
店
の
事
務
水

準
の
向
上
を
図
る
た
め
事
務
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
を

組
成
し
、現
場
で
の
臨
店
方
式
の
指
導
、な
ら
び

に
事
務
ス
キ
ル
向
上
の
た
め
の
研
修
、さ
ら
に
は

業
務
別
、階
層
別
の
業
務
研
修
の
定
期
的
開
催
を

通
じ
て
社
員
教
育
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
と
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

の
ダ
ウ
ン
、誤
作
動
等
の
シ
ス
テ
ム
不
備
に
よ
り
、あ

る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
不
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、情
報
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ

ス
テ
ム
と
い
っ
た
情
報
資
産
の
重
要
性
に
鑑
み
、

保
有
す
る
情
報
の
適
切
な
保
護
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
の
安
定
稼
働
の
た
め
、シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

管
理
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、シ
ス
テ
ム
や

シ
ス
テ
ム
で
取
り
扱
う
情
報
に
関
す
る
種
々
の

リ
ス
ク
に
つ
い
て
管
理
方
針
を
定
め
た「
シ
ス
テ
ム

リ
ス
ク
管
理
規
程
」を
制
定
し
て
、情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
全
力
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
情
報
資
産
と
は
情
報
お
よ
び
情
報
シ
ス
テ
ム
を

総
称
し
た
も
の
を
い
い
、情
報
資
産
が
漏
洩・悪
用

さ
れ
た
場
合
は
重
大
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、銀
行
業
務
を
健
全
か
つ

適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、情
報
資
産
保
護
に
関

す
る
基
本
方
針
を
明
文
化
し
た「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ

リ
シ
ー
」や
顧
客
情
報
資
産
の
適
切
な
保
護
と
利

用
に
関
す
る
取
り
決
め
を
定
め
た「
顧
客
情
報
管

理
規
程
」に
則
っ
て
、情
報
資
産
保
護
に
努
め
て
い

ま
す
。

流
動
性
リ
ス
ク
管
理

市
場
リ
ス
ク
管
理

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理

情
報
資
産
リ
ス
ク
管
理

事
務
リ
ス
ク
管
理

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理

CSRへの取り組み

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
、法
令
や
社
内

の
規
定・規
則
等
を
厳
格
に
遵
守
し
、社
会

的
規
範
を
全
う
す
る
こ
と
で
す
。大
垣
共

立
銀
行
で
は
、銀
行
の
公
共
的
使
命
や
社

会
的
責
任
を
重
く
受
け
止
め
、コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
態
勢
の
確
立
こ
そ
が
、お
客
さ
ま
や

株
主
の
皆
さ
ま
か
ら
の
信
頼
に
つ
な
が
る

第
一
歩
と
認
識
し
、態
勢
の
強
化
と
実
践

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
を
確
立
す
る

た
め
の
組
織
と
し
て
、本
部
内
に
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
統
轄
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、各
部

店
に
配
置
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
責
任

者・担
当
者
と
の
連
携
に
よ
り
、本
部
と
営

業
店
が
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、頭
取
を
委
員
長
と
し
た「
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
」を
開
催
し
、コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
充
実
、「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス・マ
ニ
ュ
ア
ル
」や「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス・

プ
ロ
グ
ラ
ム
」の
策
定・見
直
し
、役
職
員
へ

の
啓
蒙
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス・マ
ニ
ュ
ア
ル
」は
全

役
職
員
に
配
付
さ
れ
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

実
践
の
具
体
的
な
手
続
き
と
手
順
を
明
確

に
し
、か
つ
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、法
令

等
遵
守
の
風
土
醸
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。さ
ら
に
階
層
別
の
各
研
修
会
に
お
い
て

も
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
中
で
積
極
的
に
法
令
等
遵
守
の
啓
蒙
と

徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
宣
言

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
　株
式
会
社 
大
垣
共
立
銀
行

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令
等
遵
守
）

　
当
社
は
、大
垣
共
立
銀
行
グ
ル
ー
プ
の一員
と
し

て
お
客
様
個
人
を
識
別
し
得
る
情
報〔
以
下「
個
人

情
報
」と
い
い
、個
人
番
号
お
よ
び
特
定
個
人
情
報

（
個
人
番
号
を
そ
の
内
容
に
含
む
個
人
情
報
を
い
い

ま
す
。以
下
個
人
番
号
と
あ
わ
せ
て「
特
定
個
人
情

報
等
」と
い
い
ま
す
）を
含
み
ま
す
〕を
適
切
に
保
護

す
る
こ
と
が
社
会
的
責
務
と
考
え
、次
の
取
り
組
み

を
推
進
致
し
ま
す
。

1.
法
令
等
の
遵
守
に
つ
い
て

当
社
は
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」、

「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」及
び
個

人
情
報
保
護
に
関
す
る
そ
の
他
の
関
連
法
令・規

範
等
を
遵
守
致
し
ま
す
。

2.
個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
の
個
人
情
報（
特
定
個
人
情

報
等
を
除
き
ま
す
）を
お
客
様
と
の
ご
契
約
上
の

責
任
を
果
た
す
た
め
、よ
り
良
い
商
品・サ
ー
ビ

ス
を
開
発
す
る
た
め
、お
客
様
へ
の
有
用
な
情
報

を
お
届
け
す
る
た
め
、そ
の
他
の
正
当
な
目
的
の

た
め
に
利
用
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
は
、利
用
目
的
を
特
定
し
た
う
え
で
お
客

様
に
対
し
通
知
ま
た
は
公
表
し
、法
令
に
定
め
る

場
合
を
除
き
、そ
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な

範
囲
に
お
い
て
個
人
情
報
を
利
用
致
し
ま
す
。 

　
（３）
当
社
は
、お
客
様
に
と
っ
て
利
用
目
的
が
明
確

に
な
る
よ
う
具
体
的
に
定
め
る
と
と
も
に
、例
え

ば
、各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
等
へ
の
回
答
に
際
し
て
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
の
た
め
の
み
に
利
用
す
る

な
ど
取
得
の
場
面
に
応
じ
、利
用
目
的
を
限
定
す

る
よ
う
努
め
ま
す
。

　
（4）
当
社
は
、お
客
様
の
特
定
個
人
情
報
等
を
法

令
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の
み
利
用
し

ま
す
。

3.
個
人
情
報
の
取
得
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
の
個
人
情
報
を
適
正
か
つ
適

法
な
手
段
で
取
得
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
で
は
、例
え
ば
、以
下
の
よ
う
な
情
報
源

か
ら
個
人
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
（
取
得
す
る
情
報
源
の
例
）

　
・
預
金
口
座
の
ご
新
規
申
込
書
な
ど
、お
客
様
に

ご
記
入・ご
提
出
い
た
だ
く
書
類
等
に
よ
り
直
接

提
供
さ
れ
る
場
合（
ご
本
人
か
ら
の
申
込
書
等
の

書
面
の
提
出
、ご
本
人
か
ら
の
Ｗｅ
ｂ
等
の
画
面

へ
の
デ
ー
タ
入
力
）

　
・
各
地
手
形
交
換
所
等
の
共
同
利
用
者
や
個
人

信
用
情
報
機
関
等
の
第
三
者
か
ら
、個
人
情
報

が
提
供
さ
れ
る
場
合 

4.
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、法
令
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、お
客

様
の
個
人
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
ご
本
人
の
同
意

を
得
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は

致
し
ま
せ
ん
。 

　
（２）
当
社
は
、法
令
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、お
客

様
の
特
定
個
人
情
報
等
を
ご
本
人
の
同
意
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
致

し
ま
せ
ん
。

5.
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、取
り
扱
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
、滅

失
ま
た
は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
安
全
管
理（
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
）の
た
め
に
必
要
か
つ
適

切
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。 

　
（２）
当
社
は
、職
員
に
対
す
る
教
育
啓
蒙
活
動
を
継

続
的
に
実
施
す
る
ほ
か
、個
人
情
報
を
取
り
扱
う

部
署
ご
と
に
管
理
者
を
置
き
、個
人
情
報
の
適

切
な
管
理
に
努
め
ま
す
。

6.
個
人
情
報
の
外
部
へ
の
委
託
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、利
用
目
的（
特
定
個
人
情
報
等
に
つ

い
て
は
法
令
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の

み
利
用
し
ま
す
）の
達
成
に
必
要
な
範
囲
に
お
い

て
、お
客
様
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
外
部
に

委
託
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
は
、委

託
先
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
い

ま
す
。

　
（２）
当
社
で
は
、例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
、

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
の
委
託
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。

　
・
取
引
明
細
通
知
書（
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
）発
送

に
関
わ
る
事
務

　
・
外
国
為
替
等
の
対
外
取
引
関
係
業
務

　
・
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
発
送
に
関
わ
る
事
務

　
・
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用・保
守
に
関
わ
る
業
務 

7.
個
人
情
報
の
開
示
、訂
正
、利
用
停
止
等
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
か
ら
ご
本
人
に
関
す
る
個
人

情
報
の
開
示
、訂
正
、利
用
停
止
等
の
お
申
し
出

が
あ
っ
た
場
合
は
、当
社
所
定
の
手
続
に
よ
り
適

切
に
対
応
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
は
、ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
発
送
や
電
話

等
で
の
勧
誘
等
の
ダ
イ
レ
ク
ト・マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
で
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、ご

本
人
よ
り
中
止
の
お
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

当
該
目
的
で
の
個
人
情
報
の
利
用
を
中
止
致
し

ま
す
。 

8.
ご
相
談・苦
情
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て

　
当
社
は
、個
人
情
報
の
利
用
目
的
、そ
の
他
個
人

情
報
の
取
得
、利
用
及
び
開
示
等
に
関
す
る
手
続

等
、な
ら
び
に
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る

ご
相
談
、及
び
苦
情
を
承
り
ま
す
。ま
た
、お
客
様

か
ら
い
た
だ
い
た
ご
相
談・苦
情
に
つ
き
ま
し
て

は
、誠
意
を
も
っ
て
適
切
に
対
応
致
し
ま
す
。

9.
継
続
的
な
改
善
に
つ
い
て

　
当
社
は
、個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
取
り
組
み
及

び
管
理
体
制
に
つ
い
て
継
続
的
に
見
直
し
を
行

い
、改
善
に
努
め
ま
す
。

信
用
リ
ス
ク
管
理

　
２
０
０
５
年
3
月
28
日　
制
定

　
２
０
１
９
年
７
月
９
日　
改
正
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リ
ス
ク
管
理
体
制

　
大
垣
共
立
銀
行
は
、リ
ス
ク
管
理
に
関

す
る
取
組
方
針
や
組
織
体
制
等
を
定
め
た

「
リ
ス
ク
管
理
方
針
」や
、リ
ス
ク
区
分
ご
と

に
管
理
手
続
き
等
の
リ
ス
ク
管
理
に
関
す

る
取
り
決
め
を
定
め
た
各
種
リ
ス
ク
管
理

規
程
等
に
則
り
、リ
ス
ク
の
内
容
や
規
模

を
踏
ま
え
た
適
正
か
つ
有
効
な
リ
ス
ク
管

理
体
制
を
整
備・確
立
し
た
上
で
、リ
ス
ク

と
収
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
り
な
が
ら
適
切

な
リ
ス
ク
管
理
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
等
の
リ
ス

ク
管
理
関
連
の
委
員
会
を
設
置
し
て
い
る

ほ
か
、各
種
リ
ス
ク
を
統
合
的
に
管
理
す
る

部
署
や
リ
ス
ク
区
分
ご
と
に
統
括
管
理
部

署
と
所
管
部
署
を
設
置
し
、こ
れ
ら
の
リ
ス

ク
管
理
部
門
か
ら
経
営
陣
に
直
接
リ
ス

ク
状
況
を
定
期
的
お
よ
び
必
要
に
応
じ

て
随
時
報
告
す
る
態
勢
を
整
備
し
て
い
ま

す
。ま
た
、他
の
部
署
か
ら
独
立
し
た
業
務

監
査
部
に
お
い
て
、リ
ス
ク
管
理
の
適
切

性
や
有
効
性
の
確
認
等
も
行
っ
て
い
ま
す
。

リ
ス
ク
管
理
体
制
の
整
備
状
況

Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
の
機
能

　
信
用
リ
ス
ク
と
は
、与
信
先
の
財
務
状
況
の
悪

化
等
に
よ
り
、資
産
の
価
値
が
減
少
な
い
し
消
失

し
、損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
信
用
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、個
別
貸
出
案
件
ご
と
の
審
査・管
理

を
行
う
と
と
も
に
、貸
出
資
産
全
体
の
ポ
ー
ト
フ
ォ

リ
オ
管
理
の
両
面
か
ら
、貸
出
資
産
の
健
全
性
の

維
持・向
上
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
審
査・管
理
に
お
い
て
は
、審
査
部
門
の
独
立
性

を
堅
持
し
つ
つ
、個
別
案
件
ご
と
に
そ
の
公
共
性
、

安
全
性
、収
益
性
、成
長
性
等
の
原
則
に
諮
り
、厳

正
な
与
信
判
断
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、貸
出
資
産
全
体
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
管

理
に
お
い
て
は
、信
用
格
付
な
ら
び
に
自
己
査
定
の
実

施
、貸
出
の
業
種
別
構
成
、規
模
別・地
域
別
構
成

な
ど
貸
出
資
産
全
体
の
状
況
に
つ
い
て
定
期
的

な
チ
ェッ
ク
を
行
い
、バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
貸
出
資

産
の
構
築
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
市
場
リ
ス
ク
と
は
、金
利
、為
替
、株
式
等
の

様
々
な
市
場
の
リ
ス
ク・フ
ァ
ク
タ
ー
の
変
動
に
よ

り
、資
産
・
負
債
の
価
値
が
変
動
し
損
失
を
被
る

リ
ス
ク
や
資
産・負
債
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
収
益
が

変
動
し
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
、主
に
、金
利

リ
ス
ク
、為
替
リ
ス
ク
、価
格
変
動
リ
ス
ク
が
あ
り

ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
市
場
リ
ス
ク
管
理
規
程
」

に
則
り
、各
種
の
限
度
額
管
理
等
を
通
し
て
こ
れ
ら

の
リ
ス
ク
を
適
切
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、市
場
部
門（
フ
ロ
ン
ト
オ
フ
ィ
ス
）か
ら
市
場

リ
ス
ク
管
理
部
門（
ミ
ド
ル
オ
フ
ィ
ス
）と
事
務
管
理

部
門（
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
）を
分
離
し
て
、牽
制
機
能

が
発
揮
で
き
る
組
織
体
制
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
流
動
性
リ
ス
ク
と
は
、運
用
と
調
達
の
期
間
の
ミ

ス
マ
ッ
チ
や
予
期
せ
ぬ
資
金
の
流
出
に
よ
り
、必
要

な
資
金
確
保
が
困
難
に
な
る
こ
と
や
通
常
よ
り
も

著
し
く
高
い
金
利
で
の
資
金
調
達
を
余
儀
な
く

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク（
資
金

繰
り
リ
ス
ク
）と
、市
場
の
混
乱
等
に
よ
り
市
場
に

お
い
て
取
引
が
で
き
な
か
っ
た
り
、通
常
よ
り
も
著

し
く
不
利
な
価
格
で
の
取
引
を
余
儀
な
く
さ
れ
る

こ
と
に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク（
市
場
流
動
性
リ

ス
ク
）を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
流
動
性
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、保
守
的
な
資
金
繰
り
運
営
に
努
め

て
い
ま
す
。ま
た
、不
測
の
事
態
に
備
え
て「
流
動
性

危
機
時
対
応
策
」を
定
め
、速
や
か
に
対
応
で
き
る

よ
う
態
勢
を
整
備
し
て
い
ま
す
。

　
毎
月
開
催
さ
れ
る「
Ａ
Ｌ
Ｍ
委
員
会
」で
は
、市

場
リ
ス
ク
、流
動
性
リ
ス
ク
、信
用
リ
ス
ク
を
対
象

に
、こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
許
容
範
囲
内
に
制
御
し

収
益
性
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、有

価
証
券
の
運
用
方
針
や
資
金
繰
り
方
針
等
を
審
議

し
決
定
し
て
い
ま
す
。

　
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
と
は
、銀
行
の
業

務
の
過
程
、役
職
員
の
活
動
、シ
ス
テ
ム
が
不
適

切
で
あ
る
こ
と
、ま
た
は
外
生
的
な
事
象
に
よ
り

損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ

ス
ク
管
理
規
程
」に
則
り
、①
事
務
リ
ス
ク
②
シ

ス
テ
ム
リ
ス
ク
③
法
務
リ
ス
ク
④
人
的
リ
ス
ク

⑤
有
形
資
産
リ
ス
ク
⑥
風
評
リ
ス
ク
に
分
類
し

て
、リ
ス
ク
管
理
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
ま
た
、定
期
的
に
開
催
さ
れ
る「
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ナ
ル
リ
ス
ク
管
理
委
員
会
」で
は
、オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
リ
ス
ク
に
関
す
る
状
況
を
把
握
し
、対
応
策
等
を
協

議
す
る
こ
と
に
よ
り
、リ
ス
ク
管
理
の
実
効
性

の
向
上
に
努
め
て
い
ま
す
。

　
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
の
中
で
も
代
表
的
な

事
務
リ
ス
ク
、シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
の
管
理
体
制
は
次

の
通
り
で
す
。

　
事
務
リ
ス
ク
と
は
、役
職
員
が
正
確
な
事
務
を

怠
る
、あ
る
い
は
事
故・不
正
等
を
起
こ
す
こ
と
に

よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、銀
行
業
務
の
多
様
化
や
取

引
量
の
増
加
に
適
切
に
対
処
し
、想
定
さ
れ
る
事
務

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
、「
事
務
リ
ス
ク
管
理
規

程
」に
則
り
、事
務
リ
ス
ク
管
理
体
制
の
強
化
に
努

め
て
い
ま
す
。

　
具
体
的
に
は
、事
務
ミ
ス
情
報
の
収
集・分
析
を

実
施
し
、再
発
防
止
策
の
策
定
お
よ
び
事
務
プ
ロ

セ
ス
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、営
業
店
の
事
務
水

準
の
向
上
を
図
る
た
め
事
務
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
を

組
成
し
、現
場
で
の
臨
店
方
式
の
指
導
、な
ら
び

に
事
務
ス
キ
ル
向
上
の
た
め
の
研
修
、さ
ら
に
は

業
務
別
、階
層
別
の
業
務
研
修
の
定
期
的
開
催
を

通
じ
て
社
員
教
育
の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　
シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
と
は
、コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ
ス
テ
ム

の
ダ
ウ
ン
、誤
作
動
等
の
シ
ス
テ
ム
不
備
に
よ
り
、あ

る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
不
正
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
損
失
を
被
る
リ
ス
ク
を
い
い
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、情
報
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
シ

ス
テ
ム
と
い
っ
た
情
報
資
産
の
重
要
性
に
鑑
み
、

保
有
す
る
情
報
の
適
切
な
保
護
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
の
安
定
稼
働
の
た
め
、シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク

管
理
体
制
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、シ
ス
テ
ム
や

シ
ス
テ
ム
で
取
り
扱
う
情
報
に
関
す
る
種
々
の

リ
ス
ク
に
つ
い
て
管
理
方
針
を
定
め
た「
シ
ス
テ
ム

リ
ス
ク
管
理
規
程
」を
制
定
し
て
、情
報
セ
キ
ュ
リ

テ
ィ
対
策
に
全
力
を
あ
げ
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　
情
報
資
産
と
は
情
報
お
よ
び
情
報
シ
ス
テ
ム
を

総
称
し
た
も
の
を
い
い
、情
報
資
産
が
漏
洩・悪
用

さ
れ
た
場
合
は
重
大
な
影
響
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。

　
大
垣
共
立
銀
行
で
は
、銀
行
業
務
を
健
全
か
つ

適
切
に
遂
行
す
る
た
め
、情
報
資
産
保
護
に
関

す
る
基
本
方
針
を
明
文
化
し
た「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ

リ
シ
ー
」や
顧
客
情
報
資
産
の
適
切
な
保
護
と
利

用
に
関
す
る
取
り
決
め
を
定
め
た「
顧
客
情
報
管

理
規
程
」に
則
っ
て
、情
報
資
産
保
護
に
努
め
て
い

ま
す
。

流
動
性
リ
ス
ク
管
理

市
場
リ
ス
ク
管
理

オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
リ
ス
ク
管
理

情
報
資
産
リ
ス
ク
管
理

事
務
リ
ス
ク
管
理

シ
ス
テ
ム
リ
ス
ク
管
理

CSRへの取り組み

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
と
は
、法
令
や
社
内

の
規
定・規
則
等
を
厳
格
に
遵
守
し
、社
会

的
規
範
を
全
う
す
る
こ
と
で
す
。大
垣
共

立
銀
行
で
は
、銀
行
の
公
共
的
使
命
や
社

会
的
責
任
を
重
く
受
け
止
め
、コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
態
勢
の
確
立
こ
そ
が
、お
客
さ
ま
や

株
主
の
皆
さ
ま
か
ら
の
信
頼
に
つ
な
が
る

第
一
歩
と
認
識
し
、態
勢
の
強
化
と
実
践

に
努
め
て
い
ま
す
。

　
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
を
確
立
す
る

た
め
の
組
織
と
し
て
、本
部
内
に
コ
ン
プ
ラ

イ
ア
ン
ス
統
轄
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
、各
部

店
に
配
置
し
た
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
責
任

者・担
当
者
と
の
連
携
に
よ
り
、本
部
と
営

業
店
が
一
体
と
な
っ
た
取
り
組
み
を
進
め

て
い
ま
す
。

　
ま
た
、頭
取
を
委
員
長
と
し
た「
コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会
」を
開
催
し
、コ
ン
プ

ラ
イ
ア
ン
ス
態
勢
の
充
実
、「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス・マ
ニ
ュ
ア
ル
」や「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス・

プ
ロ
グ
ラ
ム
」の
策
定・見
直
し
、役
職
員
へ

の
啓
蒙
活
動
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス・マ
ニ
ュ
ア
ル
」は
全

役
職
員
に
配
付
さ
れ
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

実
践
の
具
体
的
な
手
続
き
と
手
順
を
明
確

に
し
、か
つ
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、法
令

等
遵
守
の
風
土
醸
成
に
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。さ
ら
に
階
層
別
の
各
研
修
会
に
お
い
て

も
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
中
で
積
極
的
に
法
令
等
遵
守
の
啓
蒙
と

徹
底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
宣
言

個
人
情
報
取
扱
事
業
者
　株
式
会
社 

大
垣
共
立
銀
行

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス（
法
令
等
遵
守
）

　
当
社
は
、大
垣
共
立
銀
行
グ
ル
ー
プ
の一員
と
し

て
お
客
様
個
人
を
識
別
し
得
る
情
報〔
以
下「
個
人

情
報
」と
い
い
、個
人
番
号
お
よ
び
特
定
個
人
情
報

（
個
人
番
号
を
そ
の
内
容
に
含
む
個
人
情
報
を
い
い

ま
す
。以
下
個
人
番
号
と
あ
わ
せ
て「
特
定
個
人
情

報
等
」と
い
い
ま
す
）を
含
み
ま
す
〕を
適
切
に
保
護

す
る
こ
と
が
社
会
的
責
務
と
考
え
、次
の
取
り
組
み

を
推
進
致
し
ま
す
。

1.
法
令
等
の
遵
守
に
つ
い
て

当
社
は
、「
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
」、

「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る

た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
」及
び
個

人
情
報
保
護
に
関
す
る
そ
の
他
の
関
連
法
令・規

範
等
を
遵
守
致
し
ま
す
。

2.
個
人
情
報
の
利
用
目
的
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
の
個
人
情
報（
特
定
個
人
情

報
等
を
除
き
ま
す
）を
お
客
様
と
の
ご
契
約
上
の

責
任
を
果
た
す
た
め
、よ
り
良
い
商
品・サ
ー
ビ

ス
を
開
発
す
る
た
め
、お
客
様
へ
の
有
用
な
情
報

を
お
届
け
す
る
た
め
、そ
の
他
の
正
当
な
目
的
の

た
め
に
利
用
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
は
、利
用
目
的
を
特
定
し
た
う
え
で
お
客

様
に
対
し
通
知
ま
た
は
公
表
し
、法
令
に
定
め
る

場
合
を
除
き
、そ
の
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な

範
囲
に
お
い
て
個
人
情
報
を
利
用
致
し
ま
す
。 

　
（３）
当
社
は
、お
客
様
に
と
っ
て
利
用
目
的
が
明
確

に
な
る
よ
う
具
体
的
に
定
め
る
と
と
も
に
、例
え

ば
、各
種
ア
ン
ケ
ー
ト
等
へ
の
回
答
に
際
し
て
は
、

ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
の
た
め
の
み
に
利
用
す
る

な
ど
取
得
の
場
面
に
応
じ
、利
用
目
的
を
限
定
す

る
よ
う
努
め
ま
す
。

　
（4）
当
社
は
、お
客
様
の
特
定
個
人
情
報
等
を
法

令
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の
み
利
用
し

ま
す
。

3.
個
人
情
報
の
取
得
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
の
個
人
情
報
を
適
正
か
つ
適

法
な
手
段
で
取
得
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
で
は
、例
え
ば
、以
下
の
よ
う
な
情
報
源

か
ら
個
人
情
報
を
取
得
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
（
取
得
す
る
情
報
源
の
例
）

　
・
預
金
口
座
の
ご
新
規
申
込
書
な
ど
、お
客
様
に

ご
記
入・ご
提
出
い
た
だ
く
書
類
等
に
よ
り
直
接

提
供
さ
れ
る
場
合（
ご
本
人
か
ら
の
申
込
書
等
の

書
面
の
提
出
、ご
本
人
か
ら
の
Ｗｅ
ｂ
等
の
画
面

へ
の
デ
ー
タ
入
力
）

　
・
各
地
手
形
交
換
所
等
の
共
同
利
用
者
や
個
人

信
用
情
報
機
関
等
の
第
三
者
か
ら
、個
人
情
報

が
提
供
さ
れ
る
場
合 

4.
個
人
情
報
の
第
三
者
提
供
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、法
令
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、お
客

様
の
個
人
情
報
を
あ
ら
か
じ
め
ご
本
人
の
同
意

を
得
る
こ
と
な
く
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は

致
し
ま
せ
ん
。 

　
（２）
当
社
は
、法
令
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、お
客

様
の
特
定
個
人
情
報
等
を
ご
本
人
の
同
意
の
有

無
に
関
わ
ら
ず
第
三
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
致

し
ま
せ
ん
。

5.
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、取
り
扱
う
個
人
情
報
の
漏
え
い
、滅

失
ま
た
は
き
損
の
防
止
そ
の
他
の
安
全
管
理（
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
）の
た
め
に
必
要
か
つ
適

切
な
措
置
を
講
じ
ま
す
。 

　
（２）
当
社
は
、職
員
に
対
す
る
教
育
啓
蒙
活
動
を
継

続
的
に
実
施
す
る
ほ
か
、個
人
情
報
を
取
り
扱
う

部
署
ご
と
に
管
理
者
を
置
き
、個
人
情
報
の
適

切
な
管
理
に
努
め
ま
す
。

6.
個
人
情
報
の
外
部
へ
の
委
託
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、利
用
目
的（
特
定
個
人
情
報
等
に
つ

い
て
は
法
令
で
定
め
ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
の

み
利
用
し
ま
す
）の
達
成
に
必
要
な
範
囲
に
お
い

て
、お
客
様
の
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
外
部
に

委
託
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
の
場
合
は
、委

託
先
に
対
し
て
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
い

ま
す
。

　
（２）
当
社
で
は
、例
え
ば
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
、

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
の
委
託
を
行
っ
て
お
り

ま
す
。

　
・
取
引
明
細
通
知
書（
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
）発
送

に
関
わ
る
事
務

　
・
外
国
為
替
等
の
対
外
取
引
関
係
業
務

　
・
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
発
送
に
関
わ
る
事
務

　
・
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用・保
守
に
関
わ
る
業
務 

7.
個
人
情
報
の
開
示
、訂
正
、利
用
停
止
等
に
つ
い
て

　
（１）
当
社
は
、お
客
様
か
ら
ご
本
人
に
関
す
る
個
人

情
報
の
開
示
、訂
正
、利
用
停
止
等
の
お
申
し
出

が
あ
っ
た
場
合
は
、当
社
所
定
の
手
続
に
よ
り
適

切
に
対
応
致
し
ま
す
。

　
（２）
当
社
は
、ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
の
発
送
や
電
話

等
で
の
勧
誘
等
の
ダ
イ
レ
ク
ト・マ
ー
ケ
テ
ィ
ン

グ
で
個
人
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、ご

本
人
よ
り
中
止
の
お
申
し
出
が
あ
っ
た
場
合
は
、

当
該
目
的
で
の
個
人
情
報
の
利
用
を
中
止
致
し

ま
す
。 

8.
ご
相
談・苦
情
に
対
す
る
対
応
に
つ
い
て

　
当
社
は
、個
人
情
報
の
利
用
目
的
、そ
の
他
個
人

情
報
の
取
得
、利
用
及
び
開
示
等
に
関
す
る
手
続

等
、な
ら
び
に
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
関
す
る

ご
相
談
、及
び
苦
情
を
承
り
ま
す
。ま
た
、お
客
様

か
ら
い
た
だ
い
た
ご
相
談・苦
情
に
つ
き
ま
し
て

は
、誠
意
を
も
っ
て
適
切
に
対
応
致
し
ま
す
。

9.
継
続
的
な
改
善
に
つ
い
て

　
当
社
は
、個
人
情
報
保
護
の
た
め
の
取
り
組
み
及

び
管
理
体
制
に
つ
い
て
継
続
的
に
見
直
し
を
行

い
、改
善
に
努
め
ま
す
。

信
用
リ
ス
ク
管
理

　
２
０
０
５
年
3
月
28
日　
制
定

　
２
０
１
９
年
７
月
９
日　
改
正



「
勧
誘
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。」

①
勧
誘
の
対
象
と
な
る
者
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
及
び
当
該
金
融
商
品
の
販
売

に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
目
的
に
照
ら
し
配
慮
す
べ
き
事
項

②
勧
誘
の
方
法
及
び
時
間
帯
に
関
し
勧
誘
の
対
象
と
な
る
者
に
対
し
配
慮
す
べ
き
事
項

③
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
勧
誘
の
適
正
の
確
保
に
関
す
る
事
項

当
社
は
、
銀
行
の
社
会
的
責
任
を
果
た
し
、お
客
様
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
、

誠
実
・
公
正
・
透
明
を
基
本
と
し
た
企
業
行
動
を
実
践
し
て
き
て
お
り
ま
す
。

こ
の
企
業
行
動
に
基
づ
く
と
と
も
に
金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律

第
九
条
（
勧
誘
方
針
の
策
定
等
）
に
則
り
、
金
融
商
品
の
勧
誘
に
当
た
っ
て
は

引
き
続
き
次
の
事
項
を
遵
守
し
ま
す
。

私たちOKBグループは、金融商品取引のありかたを

自ら評価し、改善を重ね、お客さまの最善の利益を追求

します。

１.
お
客
様
の
知
識
、経
験
、財
産
の
状
況
及
び
契
約
締
結
の
目
的
に
照
ら
し
て

適
正
な
金
融
商
品
の
勧
誘
を
行
い
ま
す
。

2.
お
客
様
が
金
融
商
品
の
内
容
や
リ
ス
ク
の
内
容
な
ど
重
要
な
事
項
を
十
分
に

ご
理
解
い
た
だ
け
る
よ
う
努
め
ま
す
。そ
の
う
え
で
金
融
商
品
の
選
択・購
入

は
お
客
様
の
判
断
に
よ
っ
て
お
決
め
い
た
だ
き
ま
す
。

3.
勧
誘
の
時
間
帯
は
、店
舗
内
に
お
い
て
は
所
定
の
営
業
時
間
、そ
の
他
訪
問
や

電
話
等
に
よ
る
勧
誘
は
、お
客
様
の
ご
迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
て
行

い
ま
す
。

4.
誠
実・公
正
な
勧
誘
を
心
掛
け
、事
実
と
異
な
る
こ
と
を
告
げ
た
り
、断
定
的

判
断
を
提
供
す
る
な
ど
、お
客
様
が
誤
認
す
る
よ
う
な
勧
誘
は
行
い
ま
せ
ん
。

金
融
商
品
の
販
売
等
に
関
す
る
法
律
第
九
条
第
2
項

健 全 性 の 確 立

金
融
商
品
の
勧
誘
方
針

Ｏ
Ｋ
Ｂ
大
垣
共
立
銀
行
グ
ル
ー
プ
※
は
、「
金
融
商
品
取
引
に
関
す
る
お
客
さ
ま
本
位
の
業
務
運
営
方
針
」

を
定
め
、お
客
さ
ま
の
ご
意
向
に
沿
っ
て
、
最
適
な
サ
ー
ビ
ス
を
ご
提
供
し
、
お
客
さ
ま
の
最
善
の
利
益
を

追
求
し
ま
す
。

金
融
商
品
取
引
に
関
す
る
お
客
さ
ま
本
位
の
業
務
運
営
方
針

28OKB

CSRへの取り組み

Assessment（評価）と
Best interests（最善の利益の追求）

私たちOKBグループは、お客さまの利益に反する事柄

を明らかにし、より誠実・公正な取引を行います。

Conflict of interest
（利益相反の適切な管理）

私たちOKBグループは、なによりお客さまとの対話を
大切にします。
お客さまのライフプランに照らし、資産形成・活用の目的

を明確にしていただき、OKBグループの提案に共感いただく
ことが、お客さまのご満足に結びつくと考えるからです。

Dialogue
（対話）

私たちOKBグループは、研鑽を重ね、商品の仕組みや

取引コスト、リスクの所在など、理解を深めていただきたい

事項について、わかりやすくご案内します。

Easy to understand explanation
（わかりやすい情報提供）

私たちOKBグループは、幅広いニーズにお応えするため、
商品・サービスを随時見直し、最適な商品を慎重に選択
してご案内します。
お取引後も、社会・経済情勢を踏まえて、お客さまの生活

環境やご意向の変化を伺いながら、投資方針の継続や変更
を検討いただくための情報提供に努めます。

Fit customer's needs
（最適な商品・サービスの選択）

私たちOKBグループは、お客さまの声に耳を傾け、

お客さま本位の業務運営を堅持してまいります。

Governance
（内部統制）

※
本
方
針
の
対
象
と
な
る
グ
ル
ー
プ
会
社
：
株
式
会
社 

大
垣
共
立
銀
行
、
O
K
B
証
券 

株
式
会
社

37 OKB

地
域
を
盛
り
上
げ
る 

O
K
B
の
広
告
宣
伝
ユ
ニ
ッ
ト
!!

OKB5が制服をプロデュースOKBのサービス10種類を体験

好評
配信中!

OKB大垣共立銀行(グループ)公式チャンネルにて

熊崎晴香 北野瑠華 鎌田菜月太田彩夏 佐藤佳穂


